
第197号 （４）鎌 ケ 谷 市 議 会 だ よ り

各
会
派
の
代
表
者
が
市
長
の
提
出

議
案
に
対
し
て
、質
疑
し
ま
し
た
。

議
案
に
対
す
る
質
疑

議
案
に
対
す
る
質
疑

令和４年２月15日

（お知らせ）次の定例会議号は、５月15日（日）発行予定です。
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○
議
案
第
８
号

問　

３
回
目
と
な
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接
種

の
概
要
を
伺
い
ま
す
。

答　

国
の
方
針
で
は
、
18
歳
以
上

で
２
回
目
接
種
完
了
か
ら
原
則
８

か
月
が
経
過
し
た
方
を
対
象
と
し

て
お
り
、
本
市
に
お
い
て
も
国
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
い
、
令
和
３

年
３
月
及
び
４
月
に
２
回
目
接
種

を
完
了
さ
れ
た
方
を
、
12
月
か
ら

の
３
回
目
接
種
の
は
じ
め
の
対
象

者
と
し
、
順
次
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

接
種
券
に
つ
い
て
は
、
令
和
３

年
12
月
の
対
象
者
884
人
に
対
し
、

11
月
18
日
に
送
付
し
ま
し
た
。
今

後
、
３
回
目
接
種
の
対
象
月
に
合

わ
せ
て
、
予
約
時
に
混
乱
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
調
整
し
、
順
次
発

送
し
て
い
き
ま
す
。

　

接
種
の
予
約
は
、
１
、
２
回
目

接
種
と
同
様
に
、
３
回
目
接
種
用

の
接
種
券
が
届
い
た
方
か
ら
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
へ
の
電
話
予
約
、
ラ

を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で

き
る
よ
う
、
周
知
期
間
を
長
く
取

る
こ
と
で
、
自
動
交
付
機
の
利
用

者
に
対
し
て
、
丁
寧
な
説
明
や
周

知
を
行
う
と
と
も
に
、
市
庁
舎
に

設
置
予
定
の
キ
オ
ス
ク
端
末
は
コ

ン
ビ
ニ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
操
作

方
法
が
分
か
ら
な
い
来
庁
者
に
は

職
員
が
操
作
方
法
を
説
明
す
る
こ

と
で
、
利
用
方
法
を
覚
え
て
い
た

だ
け
る
た
め
、
今
後
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
率
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。

イ
ン
や
ウ
ェ
ブ
で
の
予
約
、
市
が

代
行
予
約
す
る
予
約
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
ほ
か
、
か
か
り
つ
け
医
を
お

持
ち
の
方
な
ど
は
医
療
機
関
へ
直

接
予
約
す
る
方
法
と
し
ま
す
。

　

１
、
２
回
目
接
種
の
課
題
を
踏

ま
え
、
予
約
を
取
り
や
す
く
す
る

対
策
と
し
て
、
対
象
者
が
多
い
月

は
３
回
目
接
種
が
可
能
と
な
る
日

に
合
わ
せ
て
、
接
種
券
の
発
送
を

５
千
通
前
後
に
な
る
よ
う
調
整
し
、

発
送
数
に
応
じ
た
予
約
枠
を
確
保

し
て
段
階
的
に
発
送
し
ま
す
。
ま

た
、
対
象
者
の
多
い
月
は
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
の
回
線
数
を
増
設
す
る

こ
と
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

３
回
目
接
種
に
つ
い
て
は
、
対

象
年
齢
の
引
下
げ
な
ど
、
今
後
も

国
の
方
針
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
の
動

向
を
注
視
し
、
市
民
へ
迅
速
か
つ

丁
寧
な
情
報
提
供
を
図
っ
て
い
き

ま
す
。

○
議
案
第
４
号

問　

市
庁
舎
及
び
南
部
公
民
館
に

設
置
し
て
い
る
自
動
交
付
機
の
運

用
終
了
に
伴
う
改
正
で
す
が
、
市

民
生
活
へ
の
影
響
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

答　

現
在
の
自
動
交
付
機
は
、
令

和
４
年
９
月
末
に
リ
ー
ス
期
間
が

満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
市
庁
舎

で
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
対
応
行
政
キ

オ
ス
ク
端
末
に
切
り
替
え
る
予
定

で
あ
り
、
こ
の
端
末
を
設
置
す
る

こ
と
で
、
証
明
書
の
申
請
か
ら
取

得
ま
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
申
請

○
議
案
第
３
号

問　

今
回
の
条
例
改
正
は
押
印
廃

止
に
向
け
た
も
の
で
す
が
、
今
後

も
押
印
を
必
要
と
す
る
行
政
手
続

は
あ
り
ま
す
か
。

答　

押
印
の
廃
止
を
し
な
い
行
政

手
続
の
主
な
事
例
に
は
、
見
積
書
、

納
品
書
、
請
求
書
等
の
金
銭
支
払

い
に
係
る
書
類
の
押
印
、
契
約
関

連
手
続
に
お
け
る
押
印
、
ま
た
登

○
議
案
第
７
号

問　

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

の
認
定
を
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
を
伺

い
ま
す
。

答　

住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利
の
引
下

げ
、
税
の
特
例
措
置
と
し
て
登
録

免
許
税
の
税
率
の
引
下
げ
、
固
定

資
産
税
の
減
税
措
置
期
間
の
延
長

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
共
同

住
宅
に
つ
い
て
は
各
戸
ご
と
の
認

定
か
ら
１
棟
で
の
認
定
と
な
り
、

記
、
登
録
印
の
押
印
な
ど
が
あ
り
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
書
類
の
真

意
性
、
真
正
性
を
担
保
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
の
間
押

印
を
求
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
廃
止
を
し
な
い
押
印

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
国
や
近
隣

自
治
体
の
動
向
を
注
視
し
、
対
応

し
て
い
き
ま
す
。

手
続
き
が
合
理
化
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
災
害
配
慮
の
基
準
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
自
然
災

害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
地
域
に
つ
い
て
は
原
則
認
定
を

行
わ
な
い
、
ま
た
は
必
要
な
措
置

を
求
め
て
認
定
す
る
な
ど
の
配
慮

を
求
め
る
こ
と
で
市
民
の
安
全
の

確
保
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

書
を
作
成
す
る
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
窓
口
な
ど
で
の

人
と
の
接
触
機
会
の
減
少
や
待
機

状
態
の
緩
和
を
図
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は

住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
ほ

か
に
、
税
証
明
、
戸
籍
謄
抄
本
な

ど
取
得
で
き
る
証
明
書
の
種
類
も

増
え
、
登
録
の
コ
ン
ビ
ニ
で
全
国

ど
こ
で
も
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
自
動
交
付
機
の
終
了
ま

で
の
間
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

○
議
案
第
12
号

問　

消
防
指
令
事
務
が
松
戸
市
ほ

か
９
市
消
防
指
令
事
務
協
議
会
に

移
管
さ
れ
、
10
市
に
広
域
化
し
た

こ
と
に
よ
る
効
果
と
課
題
を
伺
い

ま
す
。

答　

広
域
化
し
た
こ
と
に
よ
る
効

果
は
、
本
市
の
救
急
車
が
全
て
出

動
し
た
と
き
に
は
、
自
動
的
に
近

隣
市
か
ら
応
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
も
し
本
市
で
大
規

模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
も

同
様
の
対
応
が
可
能
な
こ
と
、
ま

た
本
市
が
単
独
で
整
備
す
る
こ
と

が
困
難
な
最
新
の
装
置
や
シ
ス
テ

ム
の
共
同
運
用
が
可
能
と
な
る
こ

と
で
す
。

　

課
題
に
つ
い
て
は
、
松
戸
市
ほ

か
９
市
消
防
指
令
事
務
協
議
会
で

は
、
各
市
の
意
向
を
尊
重
し
な
が

ら
定
期
的
に
会
議
を
重
ね
、
消
防

指
令
業
務
を
運
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ

ん
。

　

令
和
４
年
１
月
25
日
に
、
鎌
ケ
谷
市
議
会
本
会
議
場
に
お
い
て
「
子
ど

も
議
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
の
小
学
生
が
議
員
と
し
て
参
加
し
、

夜
間
の
小
児
救
急
や
市
内
の
緊
急
放
送
な
ど
に
つ
い
て
、
市
長
を
は
じ
め

執
行
部
に
対
す
る
活
発
な
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
議
会

子
ど
も
議
会
がが
開
催
さ
れ
ま
し
た

開
催
さ
れ
ま
し
た

令 和 ３ 年 12 月 会 議 の 審 議 結 果 一 覧
議案番号等 件  名 審議結果
議案第１号 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第２号 鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数
議案第３号 鎌ケ谷市職員の服務の宣誓に関する条例及び鎌ケ谷市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第４号 鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第５号 鎌ケ谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第６号 鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第７号 鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第８号 令和３年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第９号） 原案可決 賛成多数
議案第９号 指定管理者の指定について 原案可決 全会一致
議案第10号 指定管理者の指定について 原案可決 全会一致
議案第11号 指定管理者の指定について 原案可決 全会一致
議案第12号 松戸市ほか５市消防指令事務協議会の廃止に関する協議について 原案可決 全会一致
議案第13号 令和３年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第10号） 原案可決 全会一致
議案第14号 避難所備蓄品の購入について 同　　意 全会一致
諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適　　任 全会一致

令 和 ３ 年 12 月 第 ２ 回 会 議 の 審 議 結 果 一 覧
議案番号等 件  名 審議結果
議案第１号 令和３年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第11号） 原案可決 全会一致

※審議の詳細な内容については、２月中旬に市議会ホームページに掲載される会議録をご覧ください。

議　長議　長

副議長副議長


